
議案第４５号 

 

 

　　　動産の取得について 

 

　下記のとおり動産を取得するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３

９年条例第９号）第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

　　令和８年６月１２日提出 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沼田市長　星　野　　　稔　　　 

 

 

記 

 

 １　取得する動産　　スクールバス　２台

 ２　契約方法　　　　随意契約

 ３　契約金額　　　　２３，９９７，２１６円

 ４　契約の相手方　　沼田市利根町大原１０２８番地３

 　　　　　　　　　　株式会社　金子自動車

 　　　　　　　　　　　代表取締役　金子　英樹

 

 

 

 

 

 



（議案第４５号　参考資料） 

 

　取得車両の主な仕様内容 

１　型　　式　　　三菱ふそう製　ローザ（２ＷＧ－ＢＧ７４０Ｇ） 

２　年　　式　　　令和８年式 

３　主用諸元等 

　(1) 全長　　　　　　　６，９９０ｍｍ 

　(2) 全高　　　　　　　２，６９０ｍｍ 

　(3) 全幅　　　　　　　２，０１０ｍｍ 

　(4) 車両総重量　　　　５，６５５ｋｇ 

　(5) 乗車定員　　　　　２９人 

 

 　主な取付品及び付属品

 　(1) 電動補助ステップ

 　(2) スイングドア（オート）

　(3) バックカメラ及びモニター 

　(4) ＬＥＤ路肩灯（左右） 

　(5) ２人掛けシートに３人掛け用シートベルトの設置 

　(6) 「沼田市スクールバス」「森林文化都市キャラクターぬまたんち」「市章」  

「スクールバスマーク」の表示 

　(7) スタッドレスタイヤ（ホイール付）　６本 

　(8) タイヤチェーン　　　　　　　　　　２本 


